
※ 株式会社設立の場合（合同合名会社の場合は5万円）

■特定創業支援とは・・・

創業者の経営等に関する知識習得を目的に
商工会議所や商工会等で１か月以上の支援を受ける事業です

お問い合わせはQRコードから！

※ 登録免許税減免7.5万円、岡山市創業促進助成金10万円の合計金額になります

【受付期間】令和７年３月３１日（月）まで ※ただし、予算額に達し次第終了


